
第 105 号議案

第１条　令和2年度（2020年度）町田市病院事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところ
　による。

第２条　令和2年度（2020年度）町田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に
　定めた業務の予定量のうち、（４）主な建設改良事業を次のように改める。

第３条　予算第４条本文括弧書中「957,844千円」を「958,044千円」に改め、資本的収入及び
　支出の予定額を、次のとおり補正する。

　度額を、次のように改める。

令和2年（2020年）11月30日 提出

　 東京都町田市長　　石　阪　丈　一

第５条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　　類 名　　　　　　称 数　量

医 療 機 器
ECMO（体外式膜型人工肺） 1
CT撮影装置 1

令和2年度（2020年度）町田市病院事業会計補正予算（第2号）

（４）主な建設改良事業
（既決予定額） （補正予定額） （計）

医療機器等購入費 464,103 千円 177,199 千円 641,302 千円

（科　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
収　　　入

第１款 資 本 的 収 入 287,587 千円 176,999 千円 464,586 千円
千円 291,000 千円

支　　　出
第１款 資 本 的 支 出 1,245,431 千円 177,199 千円 1,422,630 千円

第１項 企 業 債 201,000 千円 90,000

千円 663,100 千円

第３項 都 補 助 金 86,586 千円 86,999 千円 173,585 千円

第１項 建 設 改 良 費 485,901 千円 177,199

第４条　予算第６条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法のうち、限

起債の目的
補正前 補正後

限　　度　　額

－ － －171,000
千円 千円

261,000
町田市民病院

医療機器整備事業

起債の方法 利　率 償還の方法

－1－


